
第３０号議案 

 

東京都台東区立保育所条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  令和８年２月６日 

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

この案は、乳児等通園支援事業の実施等に関し、規定の整備を

図るため提出します。 



東京都台東区立保育所条例の一部を改正する条例 

 

東京都台東区立保育所条例（昭和３６年４月台東区条例第２号）

の一部を次のように改正する。  

第４条の次に次の１条を加える。 

（乳児等通園支援事業） 

第４条の２ 東京都台東区立東上野乳児保育園においては、法第

３９条第１項の規定による保育を行うほか、法第６条の３第２

３項に規定する乳児等通園支援事業（以下「乳児等通園支援事

業」という。）を行う。 

 第６条に次の１項を加える。 

４ 乳児等通園支援事業の実施時間は、別に定める。 

 第９条中第５号を第７号とし、第２号から第４号までを２号ず

つ繰り下げ、第１号の次に次の２号を加える。 

 (２) 幼児教育事業の実施に関すること（認定こども園に限

る。）。 

 (３) 乳児等通園支援事業の実施に関すること（東京都台東区

立東上野乳児保育園に限る。）。 

 第１１条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第

３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 指定管理者は、乳児等通園支援事業（指定管理者が行う場合

に限る。）について利用時間１時間当たり３００円の範囲内にお

いて利用料金を定め、これを指定管理者の収入として収受する

ことができる。 

付 則 



この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


